
庁      議  

              日時： ４月１７日（水）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１．太田市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の      企画部長 
専決処分について 

 

２．太田市市税条例等の一部を改正する条例及び太田市都市計画税条例の     総務部長 
一部を改正する条例についての専決処分について 

 

３．太田市市税条例の一部を改正する条例について               総務部長 

 

４．太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての         健康医療部長 

専決処分について 

 

 

【連絡事項】 

１．平成３１年度「県選出等国会議員への要望」について            企画部長 

 

２．平成３１年度公共下水道の供用開始について                都市政策部長 

 

３．太田市春季緑花祭の開催について                     行政事業部長 

 

４．第５期太田市議会議員一期議員研修会の開催について            議会事務局長 

 

５．期日前投票所の再編について                       総務部長 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ ５月 ９日（木）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞案件名報告： ４月１９日 (金)PM5:00 
                                    資料提出：  ４月２４日 (水)PM5:00 



 ４月１７日 庁議提出案件           資料No.１   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 正田 吉一  内線２２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

【 目 的 】 

 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の改正に伴い、太田市職員の自己啓発等休業に関

する条例（平成２９年太田市条例第２７号）の一部を改正する必要が生じたが、内容が軽易

であるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により平成３

１年３月２８日に専決処分しましたので、報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

学校教育法の改正による引用条項のずれの改正 

・第４条第２号中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」に改める 

 

２ 施行日 

平成３１年４月１日 

 

 ３ その他 

  地方自治法第１８０条第２項の規定により、平成３１年５月委員会協議会あてに報告 

します。 

 

 

【 備 考 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 人事係 内線２２３１ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ４月１７日  庁議提出案件           資料No.２     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二   内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市市税条例等の一部を改正する条例及び太田市都市計画税条例の一部を改正する条

例についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が平成３１年３月２９日に公布さ

れ平成３１年４月１日付けで施行されることに伴い、条例の一部改正が必要になったため、やむ

を得ず、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、太田市市税条例等の一部を改正する条

例及び太田市都市計画税条例の一部を改正する条例について専決処分を行ったものです。 

 

【 概 要 】 

Ⅰ 太田市市税条例等の一部を改正する条例 

１ 市民税関係 

⑴ 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除（附則第７条の３の２） 

   ① 第１項関係 

消費税率引上げに伴う対応として、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得をした場合の

控除期間を拡充するもの、及び地方税法改正に伴う所要の規定の整備を行うものです。 

※特別特定取得・・・その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が１０％であ 

る場合の住宅の取得等に限るもの 

条文記載 ： 平成４３年度 ⇒ 平成４５年度 に改める。 

附則第５条の４の２第６項 ⇒ 附則第５条の４の２第５項 に改める。 

同条第９項 ⇒ 同条第７項 に改める。 

② 第２項関係 

  現行制度では、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除は、納税通知書が送達さ

れる時までに提出された申告書において、住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載が

ある場合に適用することとされているが、この要件を不要とし、改正後においては、納税通知書

が送達された後に所得税の還付申告等により控除が適用される場合は、個人住民税において

も控除が適用されることとなります。 

    条文記載 ： 第２項を削除 

   ③ 第３項関係 

    上記の改正に伴い、字句を整理し項ずれを修正するものです。 

    条文記載 ： 第１項の規定の適用が ⇒ 前項の規定の適用が に改める。 

             第３項を第２項に改正 

  



⑵ 軽自動車税の税率の特例（附則第１６条） 

① 軽自動車税の重課を平成３１年度分に限ったものとする（地方税法法附則第３０条）の改     

正に伴い字句を整備するものです。 

条文記載 ： 法附則第３０条第１項 ⇒ 平成１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両

番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１項に改める。 

② 軽自動車税の平成２９年度分の軽課の整備に伴い字句を整理し項ずれを修正するもので

す。 

   条文記載 ： 第２項から第４項までを削除 ⇒ 現行の第５項から第７項を繰り上げる。 

⑶ 軽自動車税の賦課徴収の特例（附則第１６条の２） 

    軽自動車税の税率の特例の規定整備に伴い字句を整理するものです。 

条文記載 ： １項中の第７項 ⇒ 第４項に改める。 

⑷ 法人の市民税の申告納付（第４８条） 

大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設に伴う申告書等の提出

方法の柔軟化及び電気通信回路の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用

することが困難であると認められる場合の宥恕措置についての規定を追加するものです。 

条文記載 ： 第１３項から第１７項を新設 

 

２ 固定資産税関係 

⑴ わがまち特例に係る特例率（附則第１０条の２） 

引用する固定資産税課税標準の特例（地方税法附則第１５条）の改正に伴う項ずれを修

正するものです。 

⑵ 新築住宅等の減額に係る申告（附則第１０条の３） 

① 高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置（新設）の適用を受ける場合の

申告手続の規定を追加するものです。 

② 上記減額措置の新設に伴う項ずれ及び引用する地方税法施行令の項ずれを修正するもの

です。 

⑶ 東日本大震災の特例に係る申告（附則第２２条） 

地方税法附則第５６条の規定の整備に伴い字句を整理するものです。 

 

３ 施行期日   平成３１年４月１日 

 

Ⅱ 太田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

１ わがまち特例に係る特例率（附則第４項から第６項まで）・読替規定（附則第１７項） 

   引用する固定資産税課税標準の特例（地方税法附則第１５条）の改正に伴う項ずれを修正す

るものです。 

 

２ 施行期日   平成３１年４月１日 

 

Ⅲ その他 

５月臨時会に議案を提出します。 

 



 

 

 

＊ 問い合わせ先    総務部 市民税課 諸税係         内線2391 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1931 

資産税課 管理・償却資産係  内線2361 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1933 

 

 



  ４月１７日  庁議提出案件           資料No.３     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二   内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【表 題】 

太田市市税条例の一部を改正する条例について 

 

【目 的】 

   地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が平成３１年３月２９日に公布され

たことに伴い、条例の一部改正が必要になったため、太田市市税条例の関係条文について、所

要の改正を行うものです。 

 

【概 要】 

１ 太田市市税条例の一部を改正する条例 

個人の市民税の寄附金税額控除に係る改正（第３４条の７、附則第７条の４、附則第９条、附則

第９条の２） 

  

  ⑴ 第３４条の７第１項関係 

・地方税法第３１４条の７（寄附金税額控除）の改正に伴う規定の整備 

・都道府県、市区町村に対する寄附金に適用される特例控除額の対象となる寄附金を、特例

控除対象寄附金とするものです。（ふるさと納税制度の見直し） 

     ※特例控除対象寄附金・・・総務大臣が定める基準に適合するとして総務大臣が指定する 

地方団体に対する寄附金 

【基準】・返礼品の返礼割合を３割以下とすること。 

・返礼品を地場産品とすること。 

     条文記載 ： においては ⇒ には  に改める。 ※字句の整理 

              同項第１号に掲げる寄附金 ⇒ 同条第２項に規定する特例控除対象寄附金 

に改める。 

               

⑵ 同条第２項関係 

    ・上記の地方税法の改正に伴い、規定の整備を行うものです。 

     条文記載 ： 第３１４条の７第２項 ⇒ 第３１４条の７第１１項 に改める。 

   

 ⑶ 附則第７条の４関係 

    ・上記の地方税法の改正に伴い、規定の整備を行うものです。 

     条文記載 ： 第３１４条の７第２項第２号 ⇒ 第３１４条の７第１１項第２号 に改める。 

 

 



⑷ 附則第９条関係 

 ・上記の地方税法の改正に伴い、個人の市民税の寄附金控除額の申告の特例（いわゆるワ

ンストップ特例）の対象を特例控除対象寄附金とする等の規定の整備を行うものです。 

条文記載 

【見出し】 寄附金控除額 ⇒ 寄附金税額控除 に改める。 

【第１項】 によって ⇒ により に改める。 ※字句の整理 

        第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金 ⇒ 第３１４条の７第２項に規定す 

る特例控除対象寄附金 に改める。 

地方団体に対する寄附金 ⇒ 特例控除対象寄附金 に改める。 

地方団体の長 ⇒ 都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長（次項及び 

第３項において「都道府県知事等」という。） に改める。 

      【第２項及び第３項】 地方団体の長 ⇒ 都道府県知事等 に改める。 

         

 ⑸ 附則第９条の２関係 

    ・上記の地方税法の改正に伴い、特例控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書（ワンストッ

プ特例通知書）が送付されたときに、申告特例控除額を適用させるものです。 

     条文記載 ： 地方団体に対する寄附金 ⇒ 特例控除対象寄附金 に改める。 

              においては ⇒ には に改める。 ※字句の整理 

 

   ⑹ 施行期日 令和元年６月１日 

 

２ その他 

５月臨時会に議案を提出します。 

 

 

 

＊ 問い合わせ先    総務部 市民税課 諸税係     内線2391 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1931 

                            

 



４月１７日 庁議提出案件              資料No.４  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（臨時会終了後）】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線3400  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第８７号）が平成３１年３月２

９日に公布され、平成３１年４月１日に施行されることに伴い、太田市国民健康保険税条例

の関係条文について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行ったものです。 

 

【 概 要 】 

１．改正内容 

（１）国民健康保険税課税限度額の引き上げ（第３条第２項の改正） 

基礎課税額に係る課税限度額を６１万円（現行５８万円）に引き上げ、国民健康保険

税課税額の限度額を９６万円（現行９３万円）とするものです。 

 

（２）国民健康保険税の減額対象となる所得基準の見直し（第２８条の改正） 

国民健康保険税の減額の基準について、５割減額の対象となる所得の算定は、被保険

者の数に乗ずべき金額を２８万円（現行２７万５，０００円）に、２割減額の対象と

なる所得の算定は、被保険者の数に乗ずべき金額を５１万円（現行５０万円）にそれ

ぞれ引き上げるものです。 

 

２．施行期日   平成３１年４月１日 

 

３．適用区分   改正後の太田市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 国民健康保険課 保険係 内線2565 47－1825ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



４ 月１７日 庁議提出案件            資料No.１ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後】 

              企画部長 氏名 正田 吉一   内線 ２２００   
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 
 

 平成３１年度「県選出等国会議員への要望」について 
 
【 目 的 】 

   群馬県市長会が毎年６月に開催する「本県選出等の国会議員との朝食会」の際に提出する

「要望事項」について、本市からの要望を報告するものです。 
 
【 概 要 】 
 
１ 太田市の要望  

（１） 要望件数 ２件 

（２） 要望事項  

 

２ 今後の予定 

平成３１年６月１２日（水）に予定の「本県選出等の国会議員との朝食会」の際に提出 
 
【 備 考 】 
 

＊ 問い合わせ先  企画部 企画政策課 企画政策係 内線２２９５ 47-1892（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

平成3１年度「県選出等国会議員への要望」 

項目

番号 
所管部課名 項目名 要望概要 

１ 福祉こども部 児童施設課 

放課後児童の居場所づ

くりに対する財政措置

について 

 太田市こどもプラッツは、放課後児童

クラブと同様、就労者世帯の支援という

目的をもって実施しているが、国等の財

政支援がない状況である。子供の安全・

安心な居場所として需要が拡大している

ため、補助制度の創設等配慮を要望する。 

２ 都市政策部 建築住宅課 

所有者不存在の空き家

等の処分権限の自治体

への付与について 

空き家処分の迅速化を図り、市民の良好

な生活環境を維持するため、特定空き家

の認定手続きを要さない空き家の処分権

限を自治体に付与する等、新たな制度創

設に配慮を要望する。 



  ４月  １７ 日 庁議提出案件          資料No.２  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

            都市政策部長  氏名 赤坂 高志    内線 ２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   平成３１年度公共下水道の供用開始について 

 

【 目 的 】 

現在、整備を推進している公共下水道について、八幡町ほか２６地区の各一部の区

域を新たに整備したことから、下水道の供用を開始し、区域内の生活環境の改善

及び公共用水域の水質保全を図るものであります。 

 

【 概 要 】 

 １．供用開始年月日    平成３１年５月１日 

 

 ２．供用開始区域の概要 

処理区 供用開始区域 面積（ha） 

中央第二 

処 理 区 

八幡町、飯塚町、東矢島町、東別所町、内ケ島町、富沢町、

牛沢町、岩瀬川町、下浜田町、東矢島土地区画整理地内、

大島町の各一部 

5.9ha 

流域西邑楽 

処 理 区 
新島町、内ケ島町、石原町、東長岡町、龍舞町の各一部 2.9ha 

流域新田 

処 理 区 

藤阿久町、由良町、尾島町、阿久津町、亀岡町、粕川町、

尾島東部土地区画整理地内、新田木崎町、新田中江田町、

藪塚町、大原町の各一部 

4.0ha 

流域佐波 

処 理 区 
世良田町の一部 1.1ha 

合計 
 

13.9ha 

 

  

３．排除方式     分流式 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 下水道二係 内線２６８３ ４７－１９２１ 



  ４月１７日 庁議提出案件           資料No.３    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

       行政事業部長 氏名 飯塚 悦雄  外線（TEL）0277-78-2840  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 太田市春季緑花祭の開催について 

 

【 目 的 】 住民参加による緑豊かな街づくりを推進するために、緑化推進運動期間中に緑

化関係のイベントを開催し、緑化意識の高揚を図る。 

 

【 概 要 】 開催日時：平成31年5月5日（日） 

            午前10時から午後3時まで 

 

           会  場：八王子山公園 

            ＜太田市上強戸町2079番地3＞ 

 

       実施主体：主催 太田市・太田市みどり愛護会 

            共催 （社）太田商工振興連合会 

 

       内  容：・大抽選会の開催(賞品多数) 

            ・緑化講習会「寄せ植え教室」の開催 

            ・苗木の無償配布 

            ・緑の募金活動の実施 

            ・誕生記念樹の配布 

            ・あおぞら元気市の開催、各種模擬店の出店 

            ・ゆるきゃら出演（おおたん、ぐんまちゃん） 

           

【 備 考 】 

 

 

 

＊ 問い合わせ先 行政事業部 花と緑の課 計画建設係 32－6599 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ４月 １７日 庁議提出案件           資料No.４   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（4月27日以降）】 

                 議会事務局長 氏名 吉田 稔    内線（TEL）2100      

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

     第５期太田市議会議員一期議員研修会の開催について 

 

 

【 目 的 】 

     一期議員の市政に対する理解が深まるよう、各部局の事業概要、主要事業及び懸案

事項等を説明するものです。 

 

 

 

 

 

【 概 要 】 

     開催日：平成３１年５月１３日（月）、１６日（木） 

会 場：議会応接室 

対象者：第５期太田市議会議員のうち一期議員 

講 師：各部局長 

別紙「第５期太田市議会議員一期議員研修会の開催について（依頼）」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先  議会事務局 議会総務課 総務係 内線 2111  47-1806 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ４月１７日 庁議提出案件            資料No.５   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  期日前投票所の再編について 

 

 

【 目 的 】 

大型商業施設に期日前投票所を新たに設置することにより、投票率の向上及び有権者の

利便性を図るものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 現在設置している４箇所の期日前投票所の利用状況に見られる大きな偏りを解消するた

め、期日前投票所を太田市役所、新田庁舎、イオンモール太田の３箇所に再編するもので

す。 

また、数多くの市民が訪れる大型商業施設「イオンモール太田」に期日前投票所を新た

に設置することによリ、若年層の投票率向上及び有権者の利便性を図るものです。 

なお、投票日当日の投票所については、従来と同様、市内７１箇所に投票所を設置する

ものです。 

 

  〇期日前投票所の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 実施予定 

   任期満了に伴う群馬県知事選挙及び参議院議員通常選挙から 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問合せ先   選挙管理委員会事務局 内線２３２６ 47-3988ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

太田市役所 66% 太田市役所 40%

イオンモール太田 26%

尾島庁舎 9%
新田庁舎 14% 新田庁舎 34%
藪塚本町庁舎 11%

これまでの利用状況 再編後（見込み）


